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令和 5 年 11 月臨時教育委員会会議録 

 

１．日時 

令和 5 年 11 月 28 日（火曜日） 

午後 1 時 57 分開会、午後 2 時 16 分閉会 

 

２．場所 

条里南庁舎会議室 

 

３．出席教育委員 

加賀谷 ⾧吉 

二階堂 衛
まもる

 

中村 千寿子 

佐々木 雅子 

 

４．出席者 

教育⾧ 伊藤 孝俊 

教育指導部⾧ 岡固 敦 

教育総務部次⾧ 佐藤 耕樹 

教育総務課主幹 大友 幸
たか

憲
のり
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生涯学習課⾧課⾧ 木村 智子 

スポーツ振興課 近江 秀和 

文化財保護課⾧代理 島田 祐悦 

図書館課⾧ 髙橋 秀明 

Ao
あ お

-
－

na
な

 開館準備室⾧ 木村 雅美 

教育指導課課⾧ 赤川 美和子 

学校教育課⾧ 佐藤 隆
たか

徳
のり

 

学校給食課⾧ 遠藤 督士
よしひと

 

 

５．会議書記 

教育総務課上席副主幹 小田嶋
お だ し ま

 あけみ 

教育総務課主査 最上 拓弥 

教育総務課副主査 多賀谷
た が や

 紋子
あ や こ

 

 

６．会議要旨 

開会に先立ち、11 月 7 日に開会した横手市議会 11 月臨時会にお

いて、教育委員会委員の任命について中村千寿子氏が、また、11 月

27 日に開会した横手市議会 12 月定例会において、教育⾧の任命に

ついて伊藤孝俊氏が、それぞれ議会の同意を得た旨の報告があり、両

氏より挨拶があった。 
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●伊藤教育⾧  

 皆さんお揃いですので、ただ今より令和 5 年 11 月臨時教育委員会 

を開催いたします。会議録署名委員は、2 番二階堂委員と 4 番佐々木 

委員にお願いします。参与はお集まりの部⾧、次⾧、課⾧、室⾧、主 

幹、課⾧代理。書記は教育総務課担当にお願いします。それでは、議 

事に入ります。日程第 1、議案第 25 号、横手市教育委員会教育⾧職 

務代理者の指名についてを議題とします。説明をお願いします。 

●教育総務課⾧  

【資料に基づき説明】 

●伊藤教育⾧ 

 ただいま説明がありましたように、教育⾧職務代理者は教育⾧が

指名することになります。任期についてお諮りいたします。任期は、

1 年間ということでよろしいでしょうか。 

【異議なし】 

●伊藤教育⾧ 

 ご異議がないようですので、そのように決定します。それでは、教

育⾧職務代理者については、二階堂委員を指名したいと思います。委

員の皆様ご異議ございませんか。 

【異議なし】 

●伊藤教育⾧ 
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ご異議ないようですので、横手市教育委員会教育⾧職務代理者は、

二階堂委員を指名することに決定いたします。ここで、二階堂委員か

らご挨拶をいただきたいと思います。二階堂委員、よろしくお願いい

たします。 

●二階堂委員 

ただいま教育⾧からご指名いただきました。引き続き教育⾧職務

代理者ということで、また１年間お世話になります。他の教育委員の

方との具体的な違いは、あまりないわけですが、私なりに精一杯教育

行政の一端を担っていくという形で頑張っていく所存ですので、皆

様方もご理解ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。 

●伊藤教育⾧ 

ありがとうございました。よろしくお願いいたします。次の議事に

入る前に、12 月定例教育委員会からの新しい委員席を決めたいと思

います。委員席の決定は抽選で行うこととし、くじを引く順番は現在

の委員席の順番としてよろしいでしょうか。 

【異議なし】 

●伊藤教育⾧ 

 ご異議がないようですので、事務局の方でお願いします。 

【くじ引きにより委員席を決定】 

●伊藤教育⾧ 
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抽選の結果、次のとおり委員席が決定しましたので申し上げます。

1 番佐々木委員、２番中村委員、３番加賀谷委員、４番二階堂委員と

決定いたしました。１年間よろしくお願いします。次の議事に移りま

す。日程第 2、議案第 26 号、横手市特別職の職員で常勤のものの給

与及び旅費に関する条例及び横手市教育⾧の給与、勤務時間その他

の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例に関する意見の申出

についてを議題といたします。説明をお願いします。 

●教育総務課⾧ 

【資料に基づき説明】 

●伊藤教育⾧ 

 ただいまの説明につきまして、何かご意見、ご質問ございましたら 

お願いいたします。 

【なし】 

●伊藤教育⾧ 

 ないようですので、日程第 2、議案第 26 号、横手市特別職の職員

で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び横手市教育⾧の給与、

勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例に関

する意見の申出について、ご承認いただけますでしょうか。 

【異議なし】 

●伊藤教育⾧ 
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 ご異議ないようですので、本件を承認とさせていただきます。次に、

日程第 3、議案第 27 号、横手市招致外国青年任用要綱の一部を改正

する訓令についてを議題といたします。説明をお願いします。 

●教育指導課⾧ 

【資料に基づき説明】 

●伊藤教育⾧ 

ただいまの説明につきまして、ご質問ご意見等ございましたらお

願いいたします。 

【なし】 

●伊藤教育⾧ 

 ないようですので、日程第 3、議案第 27 号、横手市招致外国青年

任用要綱の一部を改正する訓令について、ご承認いただけますでし

ょうか。 

【異議なし】 

●伊藤教育⾧ 

 ご異議ないようですので、本件を承認とさせていただきます。それ

では、4.その他に移ります。何かありましたらお願いします。 

【なし】 

●伊藤教育⾧ 

 ないようですので、これで 11 月の臨時教育委員会を終了します。



7 

 

お疲れさまでした。 

 

会議の顛末を記録し、その正当なることを記するため署名する。 

令和５年１２月１５日 

教育委員 佐々木 雅子 

教育委員 二階堂 衛 

 


